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「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」では、平成29年２月より、都内事業者の責
務として、自転車安全利用推進者を選任し、従業者に対する研修や情報提供など必要な措置を講じること
が努力義務となっています。
 都では、自転車安全利用推進者を選任し安全利用の取組を推進する事業者を「自転車安全利用推進
事業者」として様々な支援を実施しています。
 今回、特に取組を推進している「優良推進事業者」のうち、長期にわたって取り組んでいる事業者に対し、
知事感謝状を贈呈します。

受賞団体と受賞理由

① 優良推進事業者として５年以上取り組んでいること

② 自転車を利用して通勤する従業者に対し、
 駐輪場を確保していること、又は、
自転車を利用して通勤している者が駐輪場を利用していること

③ 自転車を利用する従業者に対し、
   自転車用ヘルメットの着用及び
損害賠償保険への加入を働きかけていること

④ 地域の交通安全対策に積極的に協力していること

⑤ その他、自転車を事業に使用するにあたって
必要な事項を実施していること

芝園開発株式会社

受賞団体

知事感謝状贈呈式について

専門店街フォーリス・ けやき並木通り
（自転車安全利用TOKYOキャンペーンキックオフイベント内で実施）

令和７年４月26日（土曜日） 午後1時25分から午後1時40分まで

■感謝状等の贈呈
贈呈者 都民安全総合対策本部 総合推進部長

■写真撮影

【問合せ先】

都民安全総合対策本部 総合推進部 総合推進課  

電話：03-5000-7457
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